
国際ロータリー第2660地区 ロータリー学友会 

2021-2022年度 

春の総会 

2022年5月21日（土） 

於 YOLO BASE 並びに ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/87474864459

ミーティング ID: 874 7486 4459 

パスコード: 389471
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（敬称略）

役 職 名 氏 名 クラブ名 役職・出身母体 氏 名

ガバナー 吉川 秀隆 大阪 学友会 会長(高槻西 ROTEX) 河田 恵樹

パストガバナー 泉 博朗 大阪帝塚山 学友会 副会長(GSE・VTT) 矢野 郁

パストガバナー/顧問団 四宮 孝郎 大阪西南 学友会 副会長(大阪東RAC OB) 河南 潤

直前ガバナー/顧問団 簡 仁一 茨木 学友会 幹事(大阪天満橋RAC OG) 河南 曜子

ガバナーエレクト/青少年奉仕統括委員長 宮里 唯子 茨木西 学友会 会計監事(米山学友) 呉 偉偉

IM第4組ガバナー補佐ノミニー ●横田 孝久 東大阪 学友会 会計監査
(大阪西南RAC OB・Team RYLA)

古川 義晃

地区代表幹事 早嶋 茂 大阪 RAC 青井 奈緒

青少年奉仕統括委員会 幹事 山本 和良 大阪南 RAC 一花 裕一

米山奨学委員会 委員長 末松 大幸 大阪淀川 RAC 宮原 久美子

米山奨学委員会 副委員長 松下 和彦 八尾中央 RAC 大口 耀季

米山奨学委員会 副委員長 坂田 妙子 池田くれは 米山 陳 林

米山奨学委員会 副委員長 ●宮本 里恵 大阪中央 米山 リゲツセン

米山奨学委員会 委員 松田 振興 大阪城南 米山 ●カクキン

インターアクト委員会 副委員長 ●檜皮 悦子 大阪中之島 米山 ●グエン ティ トゥイ チン

ローターアクト委員会 委員長 樋口 晃 大阪西南 財団 ●伊藤 耕志

ローターアクト委員会 副委員長 ●児林 秀一 八尾 財団 ●大月 直子

学友委員会 委員長 瓦谷 勝 大阪西南 財団 ●西口 三千恵

学友委員会 副委員長 磯田 郁子 大阪東淀ちゃやまち 財団 ●瀧井 斉

学友委員会 副委員長 斎藤 清貴 大阪ユニバーサルシティ 財団 ●福田 真弓

学友委員会 副委員長 吉崎 広江 東大阪東 財団 ●井上 悦子

学友委員会 委員 坂田 淳一 枚方 RAC・Team RYLA ●甲斐 翼

学友委員会 委員 三好 えり子 大阪そねざき RAC・Team RYLA ●宮田 陽太

米山奨学委員会 次年度委員 上本 博 吹田 RAC ●北島 一十美

米山奨学委員会 次年度委員 上瀬 匠 大阪中之島 RAC ●高士 夏菜子

米山奨学委員会 次年度委員 八ツ橋 直 大阪南

RYLA委員会 次年度委員 土方 慶之 茨木

会長 林 功 池田

青井 秀浩 池田くれは

幹事 古澤 みちよ 大阪西南

青少年奉仕委員長 ●中田 有紀 茨木東

●近藤 眞道 高槻西

●大月 基弘 大阪ネクスト

会長 ●田中 康正 八尾

幹事 ●新宮 一誓 八尾 ● オンライン参加者

青少年奉仕委員長 ●濱田 由弘 大阪城南

国際ロータリー第2660地区 ロータリー学友会「春の総会」出席者名簿
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式次第 

総会     16:30   17:00 

司会 ：ロータリー学友会 副会長 矢野 郁 

1. 開会宣言  国際ロータリー第 2660 地区 ロータリー学友会

会長  河田 恵樹 

2. 国歌斉唱 

3. 開会挨拶  国際ロータリー第 2660 地区 ロータリー学友会

会長  河田 恵樹 

4. 報告・議事 

5. 閉会宣言  国際ロータリー第 2660 地区 ロータリー学友会

会長  河田 恵樹 

講演会     17:00   18:00 

Suprieve Holdings 株式会社

執行役員 CRO 橋本 雄一様

交流会     18:00   19:00 

1. ガバナー挨拶  国際ロータリー第 2660 地区 

ガバナー   吉川 秀隆 

2. 閉会謝辞  国際ロータリー第 2660 地区 ロータリー学友会

委員長  瓦谷 勝 
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報告 

① 2021-22 年度 活動報告 

議事 

① 2022-23 年度 ロータリー学友会 役員 選出 

② 2022-23 年度 予算案 
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ゲスト プロフィール 

橋本 雄一（はしもとゆういち）

Suprieve Holdings 株式会社  

執行役員 CRO (Chief Relationship Officer)  

人材派遣会社の取締役を務めていた頃、Suprieve 代表の森からのヘッ

ドハンティングを受ける。Suprieve 株式会社の執行役員として入社

し、人材事業部を設立。  

従業員約 1,000 名、年商 35 億規模の事業へ成長させる。  

その後、多数の新規事業を立ち上げ、代表や役員を兼任する。現在の

メイン管掌事業は、 

有名人や YouTuber を起用した企業プロモーション事業および、有名

人や YouTuber の海外進出を手助けするインフルエンサー輸出事業で

ある。  
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RI 第２６６０地区ロータリー学友会会則 

第１条（名称） 

本会の名称は「RI 第 2660 地区ロータリー学友会」と称する。 

第２条（目的） 

本会の目的は、ロータリー活動又はロータリアンとの関わりによって培った

経験を学友仲間と広く共有し、以下に掲げる活動を通じて、会員相互の親睦、

交流、啓発を通じて自己研鑽に励み、地区及び地区内ロータリークラブとの

連携によりロータリーの発展に寄与することとするとともに、将来のロータ

リアンとしての資質を磨き育むことを目的とする。 

① ロータリーとの「つながり」を保ちロータリークラブ・ロータリアンと 

の連携のもと広く社会への奉仕に向けた参加意識の向上をはかる。 

② すべての大陸、文化、職業のリーダーとつながり自己研鑽に励む。 

③ ネットワークと世界観を広げ見識を高める。 

④ 世界中の地域社会に貢献する行動力を身につける。 

第３条（会員） 

   本会の会員は、正会員、特別会員をもって構成する。 

第４条（正会員） 

本会の正会員となるための資格は、以下のロータリープログラムの経験者で

RI2660 地区又は地区内ロータリークラブが推薦する者で、満１８歳以上のロ

ータリアンでない者とする。なお、正会員を「学友」と称する。 

① 国際親善奨学金 

② 研究グループ交換（GSE） 

③ ロータリーボランティア補助金、カール・Ｐ・ミラー助成金、ポリオプ 

ラス補助金、個人向け補助金、ボランティア奉仕活動補助金、大学教員 

のための補助金 

④ ロータリー平和フェローシップ 

⑤ ロータリーの奨学金（グローバル補助金、地区補助金） 

⑥ 職業研修チーム（VTT） 

⑦ ロータリー青少年交換 

⑧ ローターアクト 

⑨ インターアクト 
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⑩ ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA） 

⑪ 米山奨学生 

第５条（特別会員） 

  特別会員は正会員の資格となるプログラムの経験者でロータリアンである 

者とする。 

第６条（役員） 

 １ 本会に次の役員を置く。 

会長  １名 

副会長  ２名以内 

幹事  若干名 

会計幹事  １名 

会計監査  １名 

ロータリアンアドバイザー 若干名 

２ 役員はロータリアンアドバイザーを除き正会員から選出するものとする。 

第７条（役員の任期） 

会長の任期は２年とする。ただし、1期を限度として再任を妨げない。 

その他の役員の任期は 2年とし、再任を妨げない。 

第８条（会員の責務） 

会員は、学友としての品位を保ち、ロータリーの公共イメージの向上に 

資するとともに、ロータリーの基本理念の体現に貢献しなければならない。 

第９条（機関） 

  本会には総会及び役員会を置く。 

第１０条（総会） 

総会は事業年度毎に必ず 1回は行わなくてはならない。 

第１１条（役員会） 

役員会は事業年度に定期的あるいは必要に応じ行わなければならない。 

第１２条（役員の選出） 

役員の選出は役員会より推薦し、総会の過半数の賛成によりこれを承認する。 
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第１３条（会費） 

   １ 正会員の年会費は特に定めず、諸活動における参加費は実費をその 

都度徴収する。 

２ 特別会員の年会費は特に定めず、入会時協力金は 1万円とする。 

第１４条（運営費） 

１ 本会の運営費は、RI2660 地区からの助成金および他の収入をもって 

充当する。 

２ 事業計画及び予算計画並びに事業報告及び決算報告は財務委員会への

提出を必要とし、年度毎にガバナーの承認を受けなければならない。 

第１５条（禁止事項） 

政治並びに宗教に係わる一切の活動は禁じるものとする。 

第１６条（事業年度） 

事業年度は、毎年 7月１日より翌年 6月 30 日迄とする。 

第１７条（会則の改訂等） 

会則は、役員会の起案により総会において改定することができる。 

（付則・案） 

  本会則は 2017 年 5月 13 日制定し、同日より施行する。 

      2018 年 11 月 18 日 改定。 

8


